
令和５年４月１日現在 

≪介護保険に関する問合せ先≫ 
 喜多方市高齢福祉課介護保険・予防室 

介護保険担当   ℡ ０２４１－２４－５２３１ 

介護予防担当   ℡ ０２４１－２４－５２４２ 

熱塩加納総合支所住民課市民サービス班 ℡ ０２４１－３６－２１１３ 
塩川総合支所住民課市民サービス班   ℡ ０２４１－２７－２１５３ 
山都総合支所住民課市民サービス班   ℡ ０２４１－３８－３８２１ 
高郷総合支所住民課市民サービス班   ℡ ０２４１－４４－２１１３ 

≪高齢者に関する様々な相談の窓口≫ 
喜多方市高齢福祉課 いきがい支援班    ℡ ０２４１－２４－５２３０ 

社会福祉課 地域包括ケア推進班      ℡ ０２４１－２４－５２５７ 

喜多方市地域包括支援センター本所     ℡ ０２４１－２１－８８５６ 
熱塩加納サブセンター       ℡ ０２４１－３６－２３３６ 
塩川サブセンター         ℡ ０２４１－２７－４０４７ 
山都サブセンター         ℡ ０２４１－３８－３１３９ 
高郷サブセンター         ℡ ０２４１－４４－７１１１ 
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「基本チェックリスト」を受け

ます。 

申    請 

訪 問 調 査 医師の意見書 

市が主治医に

意見書の作成

を依頼します。 

一 次 判 定 

(コンピューター判定) 

居宅ケアプランの作成 介護予防ケアプランまたは介護 

予防ケアマネジメントの作成 

直
接
申
込
み 

地域包括支援センター(契約) 指定居宅介護支援事業者（契約） 

サービス提供依頼 サービス提供依頼 
施設利
用案内 

市の職員又は

市から委託を

受けた調査員

が家庭を訪問

し、心身の状

態等について

聞き取り調査を

します。 

申請からおお

むね 30 日以内

に認定結果が

通知されます。 

申請は本人や家族のほ

か、地域包括支援セン 

ターなどの代行申請も可

能です。なお、更新は 

60 日前から申請できま

す。 

 ※申請書にマイナン 

バー（個人番号） 

   の記入欄が追加 

      されました。 

一般介護予防事業 
介護予防教室など（Ｐ11 参照）

に参加できます。 

二 次 判 定 

介護認定審査会 

による審査判定 

非該当 

該当 

ただし、別枠で福祉用具購入（10 万円）・住宅改修（20 万円）が認められます。 

サービス提供依頼 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合事業 

を利用 

介護予防サービスまたは

総合事業を利用 
 介 護 サ ー ビ ス を 利 用  

事業対象者 要支援１ 要支援２  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

50,320 円 50,320 105,310  167,650 197,050 270,480 309,380 362,170 

高   齢   者 

６５歳以上の人 

＜介護保険制度利用の流れ＞ 

喜多方市高齢福祉課 

・支所住民課 

【 申請受付 】 

非該当 

（自立） 

認定結果の通知 

一般介護予防事業 対象者 
自立した生活が送れる人 

介護予防に努めたい人 

介護予防在宅 

サービス事業者 

よりサービスを利用

 

在宅サービス事業者 

よりサービスを利用 

介護保険施設 

よりサービスを

利用 

介護予防・生活支援サー 

ビス事業（事業対象者） 
訪問介護、通所介護の利用可 

介護予防・生活支援

サービス事業者 

よりサービスを利用
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＜介護予防支援事業者＞    介護予防ケアプランまたは介護予防ケアマ 

ネジメント作成（要支援１・２、事業対象者の方） 
 

事 業 所 名 電話番号 事 業 内 容 

喜多方市地域包括支援センター本所 

     熱塩加納サブセンター 

     塩川サブセンター    

     山都サブセンター    
     高郷サブセンター    

（０２４１） 

21-8856 

36-2336 

27-4047 

38-3139 

44-7111 

＊保健師やケアマネージャー等が本人や家

族の要望を聞いてケアプランを作成し、介

護予防サービス事業者と連絡・調整をし

て、安心して介護予防サービスが利用でき

るよう支援します。 

※ケアプランまたはケアマネジメントの作成お

よび相談は無料です。 
 

 

 

 

 

 
 

 

＜居宅介護支援事業者＞ 居宅ケアプラン作成（要介護１から要介護５までの方） 

   事 業 所 名（１５事業所） 電話番号 事 業 内 容 

北原荘居宅介護支援センター 

小野在宅指定居宅介護支援事業所 

居宅介護支援センターのぞみ 

秋元居宅介護支援事業所 

佐原指定居宅介護支援事業所 

さくうん居宅介護支援事業所 

喜多方ケアプランセンター （喜多方市社会福祉協議会） 

塩川ケアプランセンター （           〃         ） 

山都ケアプランセンター （           〃         ） 

ひなたぼっこ居宅介護支援事業所 

ケアプランニング けいと 

ケアプランセンター結 

ＪＡ会津よつば福祉支援センター会津 

居宅支援事業所フラワーガーデン 

医療生協在宅介護支援センター 

 

（０２４１） 
23-5963 

23-1471 

21-2053 

21-1616 

21-4701 

22-6472 

21-8920 

28-1253 

38-3139 

27-8348 

21-8830 

21-1596 

21-1811 

22-0333 

0242-29-6288 

 

＊ケアマネジャー（介護支援専門

員）が本人や家族の要望を聞き、

サービスの内容・費用などについ

てアドバイスをします。 

＊各サービス事業者と連絡・調整

し、安心して介護サービスが利用

できるよう支援します。 

＊介護認定の訪問調査や要介護認

定の申請代行も行います。 

 

※ケアプランの作成及び相談は無

料です。 
 

 

 

地域包括支援センターとは？    地域の高齢者や家族を総合的に支える機関です 

①要支援１・２または事業対象者（基本チェックリストにより該当）と認定された方に 
 介護予防ケアプランまたは介護予防ケアマネジメントを作成します。 
②地域の高齢者の権利や財産、心身を守ります。 
③地域のネットワークで総合的に支えます。 
④地域のケアマネジャーへの助言や支援を行います。 
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在宅サービス 在宅介護を中心としたサービス 

＜訪問サービス＞  
 

サービス名  実施機関 事 業 内 容 

訪問介護（ホームヘルパー） （９事業所） 

ＪＡ会津よつば ふれ愛センターいいで 

天心ケアハイツヘルパーステーション 

デイサポート太陽 

ケアサポート優友 

喜多方ヘルパーセンター（喜多方市社会福祉協議会） 

山都・高郷ヘルパーセンター（      〃       ） 

ケアサービスみらい 

ニチイケアセンターしおかわ 

ヘルパーなのはな 

＊ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護（食事・

排泄・入浴等）や生活援助（調理・洗濯等）を行いま

す。  
＜要介護１～５の方＞ 

内 容 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

身体介護 

20分未満 １，６７０円 １６７円 

20分以上 30分未満 ２，５００円 ２５０円 

30分以上 

１時間未満 
３，９６０円 ３９６円 

１時間以上 

*5,790 円に 30 分増

すごとに+840円 

５，７９０円 ５７９円 

生活援助 

20分以上 

45分未満 
１，８３０円 １８３円 

45分以上 ２，２５０円 ２２５円 

通院乗降

介助 
１回につき ９９０円 ９９円 

通院乗降介助 ※要支援１,２の方は利用できません 

※運賃は自己負担となります 

       ※早朝、夜間、深夜などは加算があります 

 

訪問看護  （４事業所） 

 

さくうん訪問看護ステーション 

ニチイケアセンターしおかわ訪問看護ステーション 

あきもと整形外科クリニック 

医療生協きたかた診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊看護師などが家庭を訪問し、主治医と連絡をと

りながら、病状の観察や診療の補助などを行い

ます。 
  

内 容 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

訪問看護

ステーシ

ョンから 

20分未満 ３，１３０円 ３１３円 

30分未満 ４，７００円 ４７０円 

30分以上 

１時間未満 
８，２１０円 ８２１円 

１時間以上 

１時間 30分未満 
１１，２５０円 １，１２５円 

病院また

は診療所

から 

20分未満 ２，６５０円 ２６５円 

30分未満 ３，９８０円 ３９８円 

30分以上 

１時間未満 
５，７３０円 ５７３円 

１時間以上 

１時間 30分未満 
８，４２０円 ８４２円 
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サービス名  実施機関 事 業 内 容 

訪問リハビリテーション  （４事業所） 

あきもと整形外科クリニック 

有隣病院 

佐原病院 

ケアホームやまと 

 

＊理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日

常の自立を助けるためのリハビリを行います。 
 

内 容 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

１回につき ３，０７０円 ３０７円 

※20 分間リハビリテーションを行った場合 

訪問リハビリテーションを利用する場合は、サービス費用の自己

負担とは別に料金がかかる場合があります。 

 

 

 

訪問入浴  （１事業所） 

ケアサポート優友 

 

 

 

＊移動入浴車（簡易浴槽を備えた）で家庭を訪問し、

入浴の介助をおこないます。 
        

内 容 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要介護者 全身入浴 １２，６００円 １，２６０円 

要支援者 全身入浴 ８，５２０円 ８５２円 

 

 

 

 

 

 

 

＜通所サービス＞ 

サービス名 実施機関 定 員 事 業 内 容 

通所介護（デイサービス） (１０事業所) 

デイサービスセンター啓愛ヒルズ 

しょうぶ苑デイサービスセンター 

中央デイサービスセンター 

夢の森デイサービスセンター 

塩川デイサービスセンター 

山都ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ しゃくなげﾎｰﾑ

高郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ かたくり荘 

ニチイケアセンターしおかわ 

デイサービスさわら 

デイサービスベルハウス 

 

 

一般 30 

一般 25 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 25 

一般 25 

     

＊デイサービスセンターで、食事・入浴な

どの介護サービスや日常動作訓練が

日帰りで受けられます。 

 

通常規模型の施設 /7 時間以上 8 時間未満利用の場合 

要介護度 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要介護１ ６，５５０円 ６５５円 

要介護２ ７，７３０円 ７７３円 

要介護３ ８，９６０円 ８９６円 

要介護４ １０，１８０円 １，０１８円 

要介護５ １１，４２０円 １，１４２円 

※送迎を含む、入浴加算あり 
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サービス名 実施機関 定 員 事 業 内 容 

通所リハビリ（デイケア） （６事業所） 

天心ケアハイツ 

パステルヴィレッジ小野 

通所リハビリテーションうらら 

ケアホームやまと 

さわらデイケアセンター 

ハートランドケア東町 

 

４０ 

１４ 

５０ 

２０ 

１０ 

１０ 

＊介護老人保健施設や病院・診療所など

で、食事・入浴などの日常生活上の支

援や日帰りのリハビリなどが受けられ

ます。

老人保健施設等/7 時間以上 8 時間未満利用の場 合 

要介護度 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要介護１ ７，５７０円 ７５７円 

要介護２ ８，９７０円 ８９７円 

要介護３ １０，３９０円 １，０３９円 

要介護４ １２，０６０円 １，２０６円 

要介護５ １３，６９０円 １，３６９円 

※送迎を含む、入浴加算あり 

要介護度 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要支援１ 月２０，５３０円 月２，０５３円 

要支援２ 月３９，９９０円 月３，９９９円 

※送迎・入浴を含む。その他選択的サービスもあります。 

＜短期入所サービス＞ 

サービス名  実 施 機 関 定 員 事 業 内 容 

短期入所生活介護（ショートステイ）（５施設）

北原荘 

ハッピーランドやまと 

ハッピーランドあいかわ 

暖ノ奏（ほのか）ときわ台 

けいわ苑 

 

 

１０ 

３ 

 

１３ 

１０ 

 

＊介護老人福祉施設などに短期入所して、

食事・入浴などの介護サービスや機能訓

練が受けられます。家族介護者の負担の

軽減を図ります。 

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）    （４施設） 

天心ケアハイツ 

パステルヴィレッジ小野 

ケアホームやまと 

鳴瀬病院 （療養型病床） 

＊介護老人保健施設や医療機関に短期入所

して、医療・介護サービスや機能訓練が受

けられます。家族介護者の負担の軽減を

図ります。 

＜特定施設＞ 

サービス名  実 施 機 関 定 員 事 業 内 容 

介護付有料老人ホーム フラワーガーデン 

サービス付き高齢者向け住宅 暖ノ奏 

介護付有料老人ホーム 暖ノ奏ときわ台 

介護付有料老人ホーム ハートランドケア東町 

   ２４ 

２５ 

２２ 

１６ 

＊入居している高齢者に介護や、食事の提供、洗

濯、掃除等の家事、健康管理を行う施設です。 

＊高齢者単身・夫婦世帯等が入居可能な賃貸等の

住宅です。 

※費用は要介護度や施設の種類、職員の配置、利用時間に応じて異なります。 

※食費、滞在費は個人負担となります。（各施設により料金は異なります。） 
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地域密着型サービス 原則として、市民のみが利用できるサービス 
 

サービス名  実 施 機 関 定員 事 業 内 容 

認知症対応型共同生活介護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

（10 事業所） 

グループホームやわらぎ 

グループホームすこやか 

グループホームレインボー 

『至福の郷』グループホーム東町 

グループホームひびき 

グループホーム夢の森 

グループホームひまわり 

グループホームもも太郎さん喜多方 

グループホームさわら 

グループホームあおぞら 

 

 

 

9 

9･7 

9 

9･9 

9 

9 

9･9 

9･9 

9･9 

9 

＊認知症の高齢者が共同で生活できる場

で、食事・入浴などの介護や機能訓練

が受けられます。 

 

※原則として市民以外は利用できませ

ん。 

※要支援１の方は利用できません。 

※費用は要介護度により異なります。 

※食費、居住費は個人負担となります 

（各施設により料金は異なります）。 

地域密着型通所介護（デイサービス） （６事業所） 

デイサービスセンターすわ 

民営通所介護ひなたぼっこ 

デイサービス楽蔵 

通所介護事業所ぴーす 

デイサービスフラワーガーデン 

ｹｱﾃﾙﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ハーブの園きたかた 

 

18 

15 

18 

15 

18 

18 

 

 

 

 

通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）欄 

４Ｐ参照 

 ※費用のめやすは異なります。 

 

地域密着型認知症対応型通所介護  （１事業所） 

デイサービス べるはぁと 

 

12 

※介護予防も含まれます。 

地域密着型小規模多機能型居宅介護  （４事業所） 

ケアプラザ喜多方 

やわらぎ 

ファミリーさわら 

ユースフルまつやま 

 

 

29 

24 

29 

24 

 

＊通所を中心に、利用者の選択に応じて

訪問系のサービスや泊まりのサービス

を組み合わせてサービスを提供しま

す。 

※やわらぎは、要支援１以上。外３事業所

は要介護１以上の方が利用できます。 

地域密着型特定施設入居者生活介護  （２事業所） 

ベルハウス塩川 

きらりの家 

 

 

20 

18 

 

※原則として、要介護１以上の方が利用

できます。 

＊介護付有料老人ホーム 

＊サービス付き高齢者向け住宅 

地域密着型ユニット型介護老人福祉施設 (２事業所) 

ハッピーランドあいかわ 

ハッピーランドやまと南館 

 

 

29 

20 

※原則として、要介護３以上の方が利用

できます。 
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施設サービス 要介護１～要介護５の方が利用できるサービス 
 

サービス名 実施機関  定 員 事 業 内 容 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） （５施設） 

北原荘 

しょうぶ苑 

 

ハッピーランドやまと 

ほほえみ 

けいわ苑 

 

80 

従 70 

ユ 50 

30 

110 

110 

※原則として、要介護３以上の方が利用できま

す。 

＊常に介護が必要で、自宅では介護ができな

い方が対象の施設です。食事・入浴・排泄な

ど日常生活の介護や健康管理を受けられま

す。 

介護老人保健施設（老人保健施設） （４施設） 

天心ケアハイツ 

パステルヴィレッジ小野 

ケアホームやまと 

医療機関併設型小規模介護老人 

保健施設ハートランドケア東町 

 

148 

96 

90 

 

29 

＊病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護

が必要な方が対象の施設です。医学的な管

理のもとでの介護や看護、リハビリが受けら

れます。 

介護療養型医療施設（療養型病床群） （１施設） 

鳴瀬病院 

 

26 
＊急性期の治療が終わり、長期にわたり療養

が必要な方が対象の施設です。介護体制

の整った医療施設（病院）で、医療や看護な

どを受けられます。 

介護医療院  （１施設） 

いりさわ 

 

88 
＊主に長期にわたり療養が必要な方が対象

の施設です。医療と介護（日常生活上の世

話）が一体的に受けられます。 

※施設の申し込みは要介護１～５の方です（要支援の方は申し込みできません）。利用者及び家族が施設を選び、 

直接申込みをします。食費、居住費は個人負担となります（各施設により料金は異なります）。 

 

 

 

＜その他の施設＞ 要介護認定に関わらず入所・入居ができる施設 

サービス名 実施機関  定 員 事 業 内 容 

軽費老人ホーム 

ケアハウス啓愛ヴィラ 

 

50 
＊60歳以上（または夫婦どちらかが60歳以上）で、独立して生

活するのには不安がある方に対し自立した生活ができるよ

うに工夫された施設です。 

サービス付き高齢者向け住宅 

暖ノ奏（ほのか） 

ファミリーさわら 

 

25 

12 

＊高齢者が入居可能な住宅です。 

有料老人ホーム 

リビングプラザ喜多方 

 

7 
＊高齢者が入居可能な住宅です。 

※直接施設にお申込みください。 
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＜福祉用具購入＞ 
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜福祉用具貸与＞ 

 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜住宅改修＞ 
より安全な生活が送れるように、手すりの取り付けや段差解消など、住宅をリフォームする費用を補助します。 

小規模な住宅改修に対して、その費用が支給されます。 

①手すりの取り付け 

②段差の解消 

③滑りの防止等のための床材変更 

④引き戸等への扉の取り替え 

⑤洋式便器等への便器の取り替え 

⑥その他、これらの工事に付帯して必要な工事 

利用限度額／20 万円まで（自己負担 1～３割） 

※市に事前申請が必要です。必ず、事前にケアマネジャー 

に相談しましょう。 

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。 

 
 
 

 

福祉用具や住宅改修は、あれば便利ということではなく、在宅で生活するために必要

であるという場合に、利用・改修することになります。 

支給の対象は、次の５種類です。 

①腰掛便座 

②特殊尿器 

③排泄予測支援機器 

④入浴補助用具 

⑤簡易浴槽 

⑥移動用リフトのつり具の部分 

利用限度額：年 10 万円まで 

（自己負担１～３割）毎年４月１日から１年間 

※福祉用具を購入できる事業所が決まってい

ますので、詳しくはケアマネジャーに相談し

ましょう。 

※市に申請が必要です。 

次の１３種類が貸し出しの対象となります。 

①車いす 

②車いす付属品（クッション、電動補助装置等） 

③特殊寝台 

④特殊寝台付属品（マットレス、サイドレール等） 

⑤床ずれ（褥そう）防止用具 

⑥体位変換器（起き上がり補助装置を含む） 

⑦認知症老人徘徊感知機器（離床センサーを含む） 

⑧移動用リフト（つり具を除く） 

⑨手すり（工事をともなわないもの） 

⑩スロープ（工事をともなわないもの） 

⑪歩行器 

⑫歩行補助つえ（松葉づえ、多点つえ等） 

⑬自動排泄処理装置 

 

 

※利用にあたっては福祉用具の必要性が 

明確であることが原則ですので、詳しくは

ケアマネジャーに相談しましょう。 

※月々の利用限度額の範囲内で、実際に

かかった費用の 1～３割が、自己負担に

なります。 

※原則、要支援１・２、要介護１の方は、 

⑨～⑫のみ利用できます。⑬は、要介護

４・５の方のみ利用できます。（尿のみを

自動的に吸引できるものは要支援１・２、

要介護１～３の方も利用できます） 

※原則として対象となっていない用具も、必

要と認められた場合は例外的に借りるこ

とができます。 
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介護予防・生活支援サービス事業 要支援１・２および事業対象者の方が 

                       利用できるサービス 
 

「介護予防・生活支援サービス事業」とは、市が行う事業で、状態や必要性に合わせて、さまざまなサー

ビスを利用することができる事業です。 

 

＜訪問型サービス＞  

サービス名  実施機関 事 業 内 容 

訪問介護（ホームヘルパー） （８事業所） 

ＪＡ会津よつば ふれ愛センターいいで 

天心ケアハイツヘルパーステーション 

デイサポート太陽 

ケアサポート優友 

喜多方ヘルパーセンター（喜多方市社会福祉協議会） 

山都・高郷ヘルパーセンター（      〃      ） 

ケアサービスみらい 

ヘルパーなのはな 

＊ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護（食事・

排泄・入浴等）や生活援助（調理・洗濯等）を行いま

す。  
 

＜要支援１・２および事業対象者の方＞ 

要介護度 内 容 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要支援 

１・２ 

事業対象者 

週１回程度 月１１，７６０円 月１，１７６円 

週２回程度 月２３，４９０円 月２，３４９円 

要支援２ 週２回越 月３７，２７０円 月３，７２７円 

※身体介護・生活援助の区分はありません 

 

＜通所型サービス＞ 

サービス名 実施機関 定 員 事 業 内 容 

通所介護（デイサービス） (１６事業所) 

デイサービスセンター啓愛ヒルズ 

しょうぶ苑デイサービスセンター 

中央デイサービスセンター 

夢の森デイサービスセンター 

塩川デイサービスセンター 

山都ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ しゃくなげﾎｰﾑ

高郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ かたくり荘 

デイサービスさわら 

デイサービスベルハウス 

デイサービスセンターすわ 

民営通所介護ひなたぼっこ 

デイサービス楽蔵 

通所介護事業所ぴーす 

デイサービスフラワーガーデン 

悠悠いきいき倶楽部喜多方 

ケアテルデイサービスセンター  ハーブの園きたかた 

 

一般 30 

一般 25 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 30 

一般 25 

一般 25 

一般 18 

一般 18 

一般 15 

一般 15 

一般 18 

一般 15 

一般 18 

＊デイサービスセンターで、食事・入浴な

どの介護サービスや日常動作訓練が

日帰りで受けられます。 

 

＜要支援１・２および事業対象者の方＞ 

要介護度 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要支援１ 

事業対象者 
月１６，７２０円 月１，６７２円 

要支援２ 月３４，２８０円 月３，４２８円 

※送迎・入浴を含む 

※その他選択的サービスもあります 
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＜通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）＞  

サービス名  実施機関 事 業 内 容 

通所介護（買い物リハビリ） （１事業所） 

ウェルボックス（リオンドール喜多方西店） 

＊健康チェック、健康体操、買い物リハビリが一体と

なったサービスが日帰りで受けられます。 

＜要支援１・２および事業対象者の方＞ 

要介護度 費用のめやす 
自己負担 

（１割） 

要支援１

事業対象者 
月１５，０４０円 月１，５０４円 

要支援２ 月３０，８５０円 月３，０８５円 

※送迎あり、入浴なし 

 

＜通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）＞  

サービス名  実施機関 事 業 内 容 

通所介護（短期集中型） （４事業所） 

健康増進館きらら（あきもと整形外科クリニック） 

天心ケアハイツ 

悠悠いきいき倶楽部喜多方 

ケアホームやまと 

＊運動器の機能向上に向けた、概ね３ヶ月間の運動

プログラムが受けられます。 

 

※自己負担はありません。 

※通所介護（デイサービス）と通所リハビリ（デイケア）との併用

はできません。 

 

＜介護予防・生活支援サービス事業の利用までの流れ＞  
 

 

居宅ケア 
プラン作成 

介護予防サー 
ビスを利用 

一般介護予防サービス、 
介護保険外サービスを利用 

６５ 歳 以 上 の 方 

要 介 護 認 定 自立した生活 
が送れる方 

要介護 
１～５ 

要支援 
１．２ 

基本チェックリスト 

非該当 該当（事業対象者） 

訪問介護、通所 
介護のみ利用 

介護予防ケア 
プラン作成 

介護サービス 
を利用 

自 立 

介護予防・生活支援サービス事業 
（第１号訪問・通所事業）を利用 

介護予防ケアマネジメント作成 
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一般介護予防事業 ※新型コロナウイルスの影響で内容が変更になる場合があります。 

 

事 業 名 対 象 者 事 業 内 容 

 
足腰元気教室 
 
 

 
おおむね 65 歳以上
の方 
 

 

＊関節痛を予防・改善し、いきいきと生活できるよう健康運動指
導士の指導により自分でできる運動の方法を学びます。 

【実施期間】５月～２月（月１回） 

【実施会場】各地区保健センター等 

【参加料等】傷害保険料年額 1,200円（64歳以下の方は 1,850円） 

【教室の内容】講話とセルフマッサージ、ストレッチ等運動実技 

（1時間30分） 

 
太極拳ゆったり体操 
福祉センター教室 

 
おおむね 65 歳以上
の方 
 
(介護認定を 

受けていない方) 

 

＊毎週金曜日、太極拳ゆったり体操を実施します。 

【実施期間】５月～３月（年 40 回） 

【実施会場】喜多方市総合福祉センター 

【参加料等】傷害保険年額 1,200円（64歳以下の方は 1,850円） 

【参加の教室】準備運動 → 座位体操 → 休憩 → 座位と立位 

       のグループにわかれて体操 → 整理運動（１時間） 

       ※80 歳以上の方は希望により送迎いたします。 

 
太極拳ゆったり体操 

施設教室 

 

85 歳以上の方 

事業対象者、要支

援 1、要支援 2 の認

定を受けた方 

 

(要介護１以上の方

は参加できません) 

 

＊市内施設で太極拳ゆったり体操を実施します。 

【実施期間】５月～３月（年 40 回）金曜日 

【実施施設】市内施設 ※送迎あり 

【参加料等】傷害保険料年額 1,200円（64歳以下の方は 1,850円） 

【教室の内容】準備運動 → 座位体操 → 休憩 → 座位と立位 

の体操 → 整理運動（１時間） 

 
太極拳ゆったり体操 

地区推進事業 

 
（実施条件） 

おおむね 65 歳以上

の方が約 10 名以上

参加登録している

グループ等 

 

＊集会場等に年間 5回～20回まで講師を派遣します。 

【講師派遣料】無料 

 ※詳しくは高齢福祉課まで、お問い合わせください。 

 

問い合わせ先 

 

喜多方市高齢福祉課介護保険・予防室        ℡ ０２４１-２４-５２４２ 

熱塩加納総合支所住民課 市民サービス班      ℡ ０２４１-３６-２１１３ 

塩 川 総 合 支 所 住 民 課 市民サービス班      ℡ ０２４１-２７-２０１９ 

山 都 総 合 支 所 住 民 課 市民サービス班      ℡ ０２４１-３８-３８２４ 

高 郷 総 合 支 所 住 民 課 市民サービス班      ℡ ０２４１-４４-２１１３ 
 

 

 

 
 

 

座っても、立ってもできて、無理なく

身体を鍛えられる体操です！ 太極拳ゆったり体操 

太極拳ゆったり体操は、喜多方市が福島県立医科大学安村誠司教授と会津保

健所との協働で作成した体操です。バランス機能の改善・下肢筋力の強化を

し、つまづき防止、転倒予防に効果があります。 

また、この体操を継続している方は、要介護認定発生率が低いという結果も

出ています。 

＊DVD 付テキストを販売しています。（2,000 円＋税） 
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＜自己負担割合と負担の軽減＞ 
 

 介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の１～３割を支払います。 

 所得の状況などによって自己負担割合が判定され、「介護保険負担割合証」が交付されます。「介護保険負

担割合証」と「介護保険被保険者証」を一緒に保管し、介護サービス利用する時は、必ず２枚一緒にサービス

事業所や施設に提示してください。 

「介護保険負担割合証」は毎年８月に更新されます。手続きは不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※40～64 歳の方は、所得にかかわらず１割負担です。 

 

＜高額介護サービス費＞ 
同じ月に利用したサービスの１～３割負担の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた

分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。 

※給付を受けるには、市への申請が必要です。対象となる方には市から申請書を送付します。 

※施設サービスの食費・居住費・日常生活費など、介護保険の対象外の費用は含まれません。 

 

 自己負担の限度額 

区  分 上限額（月額） 

生活保護の受給者の方等 １５，０００円（個人） 

世帯全員が

市民税非課

税 

・老齢福祉年金受給者の方 

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

８０万円以下の方等 

１５，０００円（個人） 

２４，６００円（世帯） 

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

８０万円を超える方等 
２４，６００円（世帯） 

市民税課税

世帯の方 

年収約３８３万円未満 ４４，０００円（世帯） 

年収約３８３万円以上７７０万円未満の方 ４４，０００円（世帯） 

年収約７７０万円以上１，１６０万円未満の方 ９３，０００円（世帯） 

年収約１，１６０万円以上の方 １４０，１００円（世帯） 

※「世帯」とは、住民基本台帳上での世帯員で、介護（介護予防）サービスを利用した方全員の負担合計 

  額の上限額を指し、「個人」とは介護（介護予防）サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。 
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＜高額医療・高額介護合算制度＞ 

 同一世帯内で介護保険・国保など医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が限度額を超

えたときは、超えた分が払い戻されます。 

※給付を受ける場合には、市への申請が必要です。限度額は所得や年齢により決まっております。詳しく

は窓口までお問合せください。 

 

 

＜介護保険サービス利用料助成制度＞ 

制度の対象になる介護保険サービス等を利用した場合に、1 割の自己負担額を事業者へ支払いますが、市

へ申請することによって、自己負担額の３割が戻ってくる助成制度です。 

対 象 者  

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。 

・要支援・要介護認定を受けていること 

・介護保険料に１年以上の滞納がないこと 

・世帯全員が住民税非課税であること 

※事業対象者、生活保護受給者は制度の対象となりません。 

助 成 対 象 と な る 

介 護 保 険 サ ー ビ ス 

・訪問サービス（訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴） 

・通所サービス（通所介護（地域密着型を含む）、通所リハビリテーション） 

・日常生活支援総合事業（旧訪問・通所型予防給付サービス） 

・ショートステイ  ・福祉用具貸与  ・福祉用具購入  ・住宅改修 

助 成 対 象 外 と な る 

介護保険サービス等 

・施設サービス   ・グループホーム   ・小規模多機能居宅介護 

・通所型サービス A                                 など 

申請方法 
・助成を受けるには、事前に市へ支給対象者登録申請が必要です。 

・事業者が発行した領収書を支給申請書に添付し、申請してください。 

※有効期限は毎年７月３１日です。継続する場合は更新の手続きが必要になります。 
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＜介護保険負担限度額認定＞ 

介護保険施設に入所されている方（グループホームを除く）、ショートステイを利用されている方は、介護サー

ビス費とは別に居住費・食費が自己負担になります。所得に応じて自己負担の上限（限度額）が設けられてい

ます。給付を受けるには、市への申請が必要です。 

※令和３年８月より、対象者の要件、食費の限度額が変更となりました。 

※有効期限は毎年７月３１日です。継続の場合は更新の手続きが必要になります。 

居住費・食費の自己負担限度額（１日あたり） 

利用者 

負担 

段階 

所得の状況 
預貯金等の 
資産の状況 

居住費 

食費 

従来型個室 多床室 ユニット型 

特養等 

老健 

介護医療院 

介護療養型 

特養等 

老健 

介護医療院 

介護療養型 

個室 
個室的 

多床室 

１ 

生活保護受給者の方

等 
単身 

1,000万円以下 

夫婦 

2,000万円以下 

320円 490円 ０円 ０円 820円 490円 300円 

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税 

老齢福祉年金

受給者の方 

２ 

前年の合計所

得金額 +年金

の収入額が 80

万円以下の方 

単身 

650万円以下 

夫婦 

1,650万円以下 

420円 490円 370円 370円 820円 490円 
390円 

[600円] 

３-① 

前年の合計所

得金額 +年金

収入が 80万円

超 120 万円以

下の方 

単身 

550万円以下 

夫婦 

1,550万円以下 

820円 1,310円 370円 370円 1,310円 1,310円 
650円 

[1,000円] 

３-② 

前年の合計所

得金額 +年金

収入額が 120

万超の方 

単身 

500万円以下 

夫婦 

1,500万円以下 

820円 1,310円 370円 370円 1,310円 1,310円 
1,360円 

[1,300円] 

基準費用額 1,171円 1,668円 855円 377円 2,006円 1,668円 1,445円 

年金収入には非課税年金を含みます。 

食費の[ ]内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。 

※住民票上世帯が異なる（世帯分離している）配偶者（婚姻届を提出していない事実婚も含む。ＤＶ防止法

における配偶者から暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外）の所得も判断材料とします。 

※第２号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000 万円以下、夫婦:2,000 万円

以下であれば支給対象となります。 

預貯金等に含まれるもの 

・預貯金等に含まれるもの … 預貯金、有価証券、金・銀など時価評価額が

安易に把握できるもの、投資信託、現金等 
・預貯金等に含まれないもの … 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価

評価額が安易に把握できない貴金属等、絵

画、骨董品、家財等 

預貯金の確認について 預金通帳等の写しをご提出いただき、必要に応じて金融機関へ照会を行います。 

不正があった場合について 
不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた軽減額に加え最大２倍の

加算金（負担軽減額と併せ最大３倍の額）の納付を求めることがあります。 
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＜在宅福祉サービス＞    介護保険以外のサービス 
 
介護保険サービス以外にも、在宅高齢者の介護予防や生活支援のために、次のようなサービスがあります。 

※ 市内に住所を有し現に居住している高齢者等へのサービスとなります。 
 

事業名 対象者 事業内容 

配食サービス事業 65 歳以上のひとり暮らし又
は高齢者のみの世帯で調理
等が困難な方 

買物や炊事が困難な高齢者に安否確認を
兼ねて昼食の弁当を配達します。普通食
および栄養改善食ともに自己負担があり
ます。 

緊急通報システム事業 おおむね65 歳以上のひとり
暮らし高齢者、重度心身障
がい者等で必要と認められ
た方 

急病等の緊急事態に備えて、緊急通報用
電話機や人感センサーで対象者の見守り
を行います。 

高齢者介護用品給付事業 

（おむつ等給付券） 

おおむね65 歳以上で常時
失禁があり、おむつ等を使
用する住民税非課税の方 

おむつ等の使用を必要とする方に給付券
を支給します。 

高齢者福祉タクシー利用助成
事業 

おおむね65 歳以上で要介
護認定を受け、定期通院が
ケアプランに記載されている
住民税非課税世帯の方 

通院等に係る経費の助成をします。 
ただし、重度障がい者タクシー料金助成制
度や人工透析患者交通費助成制度との
併用はできません。 

高齢者おでかけ助成事業 75 歳以上の方 のるーと喜多方、予約型乗合交通、まちな
か循環線を利用する際の料金の一部を助
成します。 

訪問理美容サービス事業 おおむね65歳以上の寝たき
り等外出が困難な高齢者 

自宅に理美容師が訪問する経費を助成し
ます。 
理美容に係る経費は利用者の実費負担と
なりますので、ご注意ください。 

高齢者にやさしい住まいづくり
助成事業 

60 歳以上で転倒等により要
介護・要支援になるおそれ
のある住民税非課税の方 

（実態調査を行います。） 

手すり等の設置や段差解消等小規模の
住宅改修を行う方に改修費用の一部を助
成します。 
工事着工前の申請が必要です。 

高齢者日常生活用具給付事業 65 歳以上の高齢者のみ、障
がい者のみ、高齢者と障が
い者のみの住民税非課税
世帯の方 

住宅用火災警報器（新規・交換）の設置に
係った費用の一部を助成します。 
また、家具転倒防止器具の設置を行います。 

高齢者世帯等除雪支援事業 65歳以上の高齢者等で自力
による除雪が困難な方 

日常生活維持のための除雪に係る費用を
助成します。作業内容等に応じた自己負
担があります。 

高齢者身元確認ＱＲコード事業 徘徊や迷子により帰宅困難
が心配される高齢者 

高齢者が、徘徊や迷子により帰宅困難に
陥る事態を回避するため、身元確認を安
易に行えるようＱＲコード付きシールを給
付します。 

生活支援サービス事業 

〈ショートステイ〉 

要介護認定で自立と判定さ
れた高齢者または準ずる状
態の高齢者で、見守り等が
必要な方 

ショートステイのサービスを提供します。 
利用料の 1 割の自己負担と食事等の自己
負担があります。 

問い合わせ窓口 
高齢福祉課いきがい支援班     ☎０２４１－２４－５２３０ 

喜多方市地域包括支援センター  ☎０２４１－２１－８８５６ 
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事業名 対象者 事業内容 

介護者家族のリフレッシュ事業 

（喜多方市社会福祉協議会） 

☎ ０２４１‐２３‐７３７１ 

要介護認定を受けてい

る高齢者を在宅で介護

している家族。 

※１家族１名まで 

＊高齢者を介護している家族を対象に、学習

会・交流会・昼食会・温泉入浴等を通して、日頃

の介護疲れを癒しリフレッシュしていただきま

す。 

福祉・家事援助サービス 

（シルバー人材センター） 

☎ ０２４１‐２３‐１３１３ 

ひとり暮らしの高齢者

の方など 

＊ひとり暮らしや高齢者宅の家事援助や話し相

手、敷地内の除草、買い物代行や大工仕事など

の頼まれごとをします。 

※費用は内容により異なります。 

 

 

〈所得税・市県民税の障害者控除等対象者認定について〉 

要支援又は要介護認定を受けていて、一定の条件に該当する場合は、税法上の控除を受けることができます。 

 

 医療費控除 障害者控除 

内 容 

該当基準を満たしている場合、おむつ購入代

を医療費控除の金額として含めることができま

す。控除を受ける場合は、「おむつ使用証明

書」又は「主治医意見書内容確認書」を提出す

ると控除を受けることができます 

要支援または要介護認定を受けている方で、

一定の条件に該当する方は、「障害者控除対

象者認定書」が交付され、障害者控除を受ける

ことができます。 

対 象 者 

65 歳以上の者で「要支援認定」又は「要介護認

定」を受けている者 

65 歳以上で、「要支援認定」又は「要介護認

定」を受けているおり、「身体障害者手帳」や

「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の

交付を受けていない者。 

該当基準 

「主治医意見書」で寝たきり度がＢ1～Ｃ2 の者 

かつ 「主治医意見書」で、「尿失禁」の欄にチ

ェックがある者 

以下のいずれかに該当する者 

・「主治医意見書」又は「認定調査票」で、寝た

きり度がＡ1～Ｃ2 の者。 

・「主治医意見書」又は「認定調査票」で、「認知

度」がⅡa～Ｍの者。 

申請方法 

初めての方 

「おむつ使用証明書」を受け取り、主治医から

証明を受けてください。（有料） 

2 回目以降の方 

「主治医意見書内容確認申出書」を高齢福祉

課又は各総合支所住民課へ提出してください。 

「障害者控除対象者認定書」を高齢福祉課又

は各総合支所住民課に提出してください。 
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喜多方・熱塩加納・塩川地区

（１）喜多方市社会福祉協議会（熱塩加納）
･喜多方市地域包括支援センター （熱塩加納サブセンター）
・夢の森デイサービスセンター

（２）啓和会
・グループホーム夢の森

（４）天心会
･北原荘居宅介護支援センター
・天心ケアハイツヘルパーステーション
・デイサービスセンター啓愛ヒルズ

・通所リハビリ ・短期入所療養介護 ・グループホームすこやか
・ユースフルまつやま ・老人保健施設 天心ケアハイツ
・ケアハウス啓愛ヴィラ ・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）

（５）有隣病院
・さくうん居宅介護支援事業所 ・訪問リハビリテーション

（６）鮮雲荘
・養護老人ホーム鮮雲荘

（８）飯塚病院
・さくうん訪問看護ステーション

（７）北原荘
・北原荘居宅介護支援センター ・短期入所生活介護
・特別養護老人ホーム 北原荘

（15）フラワーガーデン
・介護付有料老人ホームフラワーガーデン
・居宅支援事業所フラワーガーデン ・デイサービスフラワーガーデン

（16）医療生協きたかた診療所
・訪問看護

（20）デイサービスべるはぁと
・認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護

（19）小野病院
･小野在宅指定居宅介護支援事業所

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）
（６）
（７）
（８）

（９）

（10）
（11）

（12）
（13）
（14）

（15）
（16） （17）（18）

（19）
（20）

（21）

（３）啓和会
･特別養護老人ホーム しょうぶ苑
･しょうぶ苑デイサービスセンター

（９）もも太郎さん喜多方
･グループホームもも太郎さん喜多方

（12）啓和会
･グループホームやわらぎ

・小規模多機能型居宅介護支援事業所やわらぎ

（14）会津よつば農業協同組合
・ＪＡ会津よつば ふれ愛センターいいで（訪問介護）
・ＪＡ会津よつば福祉支援センター会津（居宅介護支援事業者）

（13）パステルヴィレッジ小野
･通所リハビリ ・短期入所療養介護
･老人保健施設 パステルヴィレッジ小野

（18）喜多方市社会福祉協議会（喜多方）

（喜多方市総合福祉センター）

･喜多方市地域包括支援センター本所 ・喜多方ケアプランセンター

・喜多方ヘルパーセンター ・中央デイサービスセンター

（17）啓和会
・介護医療院いりさわ

・医療機関併設型小規模介護老人保健施設 ハートランドケア東町

・介護付き有料老人ホームハートランドケア東町
・通所リハビリ ・居宅介護支援センターのぞみ

（22） （23）

（24）

（25）

（26）

（27）（28）
（29）

（30）
（31）

（32）

（33）

（34）

（36）

（37）
（38）

（40）

（41）

（39）

（42）

（10）Ｈ＆Ｎ
・通所介護事業所ぴーす

（11）喜多方交通株式会社
・短期入所生活介護 ・介護付き有料老人ホーム暖ノ奏ときわ台

（21）会津医療生活協同組合
・デイサービスセンターすわ

(43)

（44）

（45）
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（43）ヘルパーなのはな
・訪問介護

（27）ケアプラザ喜多方
・小規模多機能型居宅介護ケアプラザ喜多方 ・リビングプラザ喜多方

（26）ケア・サービスみらい
・ケアサービスみらい ･デイサービス楽蔵

（25）きらりの家
・地域密着型特定施設入居者生活介護 ･サービス付高齢者向け住宅

（28）ベルハウス
・デイサービスベルハウス

（22）ケアプランセンター結
・居宅介護支援

（29）あきもと整形外科クリニック
・秋元居宅介護支援事業所 ･訪問看護 ･訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーションうらら ・グループホームあおぞら

・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）

（30）佐原病院
・佐原指定居宅介護支援事業所 ・小規模多機能型居宅介護ファミリーさわら

・サービス付き高齢者向け住宅 ファミリーさわら ・さわらデイケアセンター

・訪問リハビリテーション

（23）喜多方交通株式会社
・デイサポート太陽 ・サービス付き高齢者向け住宅暖ノ奏

（35）ケアサポート優友
･訪問介護 ・訪問入浴

（24）啓和会
・『至福の郷』グループホーム東町

（32）医療法人社団小野病院
・グループホームレインボー

（31）医療法人佐原病院
・デイサービスさわら ・グループホームひまわり

（37）医療法人佐原病院
･グループホームさわら

（33）鳴瀬病院
･短期入所療養介護 ・介護療養型医療施設

（36）民営通所介護ひなたぼっこ
・ひなたぼっこ居宅介護支援事業所 ･通所介護

（38）ほほえみ
・特別養護老人ホームほほえみ

（40）喜多方市社会福祉協議会（塩川）
･喜多方市地域包括支援センター （塩川サブセンター） ・塩川ケアプランセンター
・塩川デイサービスセンター

（42）ベルハウス塩川
・地域密着型特定施設入居者生活介護

（35）

（39）けいわ苑
・特別養護老人ホームけいわ苑 ・短期入所生活介護

（34）悠悠いきいき倶楽部喜多方
・通所介護 ・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）

（41）ニチイケアセンターしおかわ
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護

（44）ウェルボックス
・通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）

（45）医療法人ケアテル
･ケアテルデイサービスセンター ハーブの園 きたかた
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ふれあいランド高郷 

   

 
山 都 ・高 郷 地 区 

 

 

 

喜多方市社会福祉協議会（高郷） 

・喜多方市地域包括支援センター 

 （高郷サブセンター）       

・かたくり荘 
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会 津 坂 下 町 

至会津坂下町 

国 459 号 

至西会津町 

喜多方市社会福祉協議会（山都） 

・喜多方市地域包括支援センター （山都サブセンター） 

・山都ケアプランセンター ・しゃくなげホーム 

・山都・高郷ヘルパーセンター 

啓和会 

・グループホームひびき 

山都駅 

ハッピーランドあいかわ 

・短期入所生活介護 

・ユニット型介護老人福祉施設 

 

ケアホームやまと 

・訪問リハビリテーション 
・通所リハビリ ・短期入所療養介護 
・通所型サービスＣ（短期集中予防サービス） 
・老人保健施設 ケアホームやまと 

 

ハッピーランドやまと ・短期入所生活介護 

・特別養護老人ホーム ハッピーランドやまと 

・ハッピーランドやまと南館 
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高 齢 者 虐 待 防 止 
～わたしたちにできること～  地域の見守りで孤立させない、孤立しない 

一生懸命やっていても、あるいは悪意がなくても、結果的に高齢者の尊厳が奪われていることがあります。 

高齢者虐待を防ぐには、介護をする人の頑張りに任せきりにするのではなく、地域の人が介護している家庭 

 やひとり暮らし高齢者などをやさしく見守るなどして、見落とされる高齢者等がなくなるよう、地域から孤立させな 

いことが大切です。 
 

皆さんの小さな気づきをお願いします。あなたの周りでこんなことはありませんか？ 

日常的な周りの人からの気軽な声かけ、ちょっとした変化への気づきなどのささいなことから未然の虐待防止 

につながる可能性があります。見守りの際には、以下の様子に留意してみましょう。   

  ●高齢者の様子 チェックリスト 

   □ 不自然なけがをしていることが多い。 

   □ 「家にいたくない。」「家に帰りたくない。」など言い、なかなか家に帰りたがらない。      

   □ 極端におびえたり、怖がったり、おどおどしたりで落ち着きがない。 

   □ 投げやりな様子、無力感、あきらめがある。 

   □ 家族の話をしなくなる。 

   □ 不自然な体重減少、極端なやせがある。 

   □ 他人の関与を必要以上に嫌がる。 

   □ 汚れたままの服や、悪臭の強い状態で過ごしている。 など 

  ●養護者（介護者）の様子 チェックリスト 

   □ 介護に疲れている様子がある。 

   □ 病気や障がいなどで、つらそうな様子がある。                           

   □ 高齢者に対して冷淡な言動や無関心な様子がある。 

   □ 高齢者に会わせたがらない。 

   □ 高齢者を怒鳴っている声や、物を投げたりたたくような音が聞こえる。 

   □ 他人の関与を必要以上に嫌がる。 

   □ 高齢者のことを「殺してしまうかもしれない。」などと話す。  など     

 

虐待種類の区分 具 体 的 な例 

身体的虐待 
・たたく、つねる、なぐる、ける、物を投げつける、刃物をむける  
・不必要な長時間の身体拘束    など 

介護・世話の 

放棄放任 

・髪や爪が伸び放題、皮膚や衣服、寝具などが汚れていたり、異臭がする  
・長時間の放置によりオムツかぶれ、脱水、栄養失調の状態をおこす    など 

心理的虐待 
・怒鳴る、悪口を言う、無視する 
・侮辱を込めた子ども扱い、恥をかかせる    など 

性的虐待 
・人前でのオムツ交換、下着のままでの放置 
・わいせつな行為をさせたり、見せる    など 

経済的虐待 
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない 
・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない    など 

 

「これは虐待かもしれない？」.と思ったら・・・ 

実際に虐待かどうかの判断がつかなくても、確信が持てない状態でかまいませんので、ご相談ください。 

相談や通報は、養護者（介護者）や家族を責めたり、犯罪として立証するためのものではなく、高齢者の尊厳 

を守り養護者支援につなげていくためのものです。情報を漏らすことはありませんので、安心してお話しください。 
 

【高齢者虐待防止相談窓口】（市外局番０２４１） 

○喜多方市地域包括支援センター ☎２１－８８５６   ○喜多方市高齢福祉課いきがい支援班 ☎２４－５２３０  
○熱塩加納総合支所住民課 ☎３６－２１１３      ○塩川総合支所住民課 ☎２７－２４００ 

○山都総合支所住民課    ☎３８－３８２１      ○高郷総合支所住民課 ☎４４－２１１３    
 

https://www.irasutoya.com/2018/03/blog-post_631.html�
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介護サービス利用者及びご家族の皆さまへ 

＜ハラスメントにご注意ください＞ 

 

  介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を含む職場環境・労働環境の

改善を図っていくことが必要です。 

  令和３年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなど

のハラスメント対策として、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点か

ら、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する

事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることが義務付けられ

ました。 

 

【ハラスメントの具体例】 

分類 内容 例 

身体的暴力 
身体的な力を使って危害を

及ぼす行為 

ものを投げつける／つばを吐く／ 

たたく／つねる／手を払いのける／ 

蹴るなど 

精神的暴力 

個人の尊厳や人格を言葉や

態度によって傷つけたり、

おとしめたりする行為 

大声を出す／怒鳴る／特定の職員に 

いやがらせをする／理不尽なサービ 

スを要求する／威圧的な態度で文句 

を言う／無視するなど 

セクシャル 

ハラスメント 

意に添わない性的誘いか

け、好意的態度の要求等、

性的いやがらせ行為 

必要もなく職員の体をさわる／抱きし

める／わいせつな図画を見せる／性的

な話をするなど 

その他 
悪質なクレームやストーカ

ー行為など 

特定の職員につきまとう／長時間の電

話／利用者や家族が事業所に対して理

不尽な苦情を申し立てるなど 

  ※暴言・暴力・拒絶等は、認知症等の病気または障害の症状から現れる場合があります。そのよう 

    な場合は「ハラスメント」ではありません。 

 

◆サービス従事者に対して上記のような行為があればハラスメントに該当し、場合によって 

は契約解除になることもありますのでご注意ください。 

 

 高齢化が進み介護サービスの需要が高まる一方、介護人材は不足しています。 

ハラスメントによる介護職員の離職を防ぎ、介護職員が安心して働ける環境を整えることは 

皆さまへの適切なサービスの提供につながります。 

住み慣れた地域で安心して生活していただくために、利用者皆さま一人ひとりが介護サー 

ビスの適切な利用にご協力ください。 
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医療機関 ＜電話番号・ＦＡＸ番号一覧＞ 

医療機関名 連絡窓口 電話番号 
（市外局番０２４１） 

ＦＡＸ番号 
（市外局番０２４１） 

喜多方市内 

（医）昨雲会 飯塚病院 

 

（医）昨雲会飯塚病院付属 有隣病院 

 

（医社）日新会 入澤病院 

  

（医社）小野病院 

（医）佐原病院 

 

鳴瀬病院 

喜多方市地域家庭医療センター「ほっと☆きらり」 

あきもと整形外科クリニック 

医療生協きたかた診療所 

大竹内科 

君島内科消化器科クリニック 

手代木医院 

福田耳鼻咽喉科医院 

みつはし医院 

ゆうゆうクリニック 

いとう眼科 

くまたクリニック 

武田医院 

 

 

代表 

医療相談室 

代表 

医療相談室 

代表 
 

地域福祉連携室 

 

代表 
 

地域医療介護連携室 

 

２４－３４２１ 

２４－５７５７ 

２４－５０２１ 

２４－３５１２ 

２２－０２６７ 

２２－２５７７ 

２２－０４１４ 

２２－５３２１ 

２１－２３２１ 

２４－３３３３ 

２４－５３２０ 

２１－１５１５ 

２３－３６１１ 

２２－０２４１ 

２４－５８００ 

２２－００３４ 

２４－４１８７ 

２１－１３１１ 

２２－２１１１ 

２２－５９００ 

２８－１２３３ 

２７－４０３１ 

 

 

２４－３４２６ 

 

２４－５０２４ 

２４－３５８１ 

２２－２０８９ 

 

２４－２２５０ 

２３－３１５４ 

 

２４－３７７０ 

２４－５３２８ 

２１－１５９９ 

２３－２８６６ 

２３－００７２ 

２４－５８８８ 

２４－４５６６ 

２４－４１６１ 

２３－１７７１ 

２１－８７５５ 

２２－６２２２ 

２８－１２４４ 

２７－８３１１ 

 

喜多方市外 

厚生農協連合会 坂下厚生総合病院 

（財）竹田綜合病院 

 

 

（財）温知会 会津中央病院 

 

県立医科大学 会津医療センター 

 

（財）穴澤病院 

（特医）明智会 つるが松窪病院 

（医社）新生会 佐藤医院 

（財）竹田総合病院 芦ノ牧温泉病院 

（医）明精会 会津西病院 

厚生農協連合会 高田厚生病院 

 

代表 

代表 

医療相談室 

地域医療連携課 

代表 

医療相談室 

代表 

患者支援センター 

 

0242-83-3511 

0242-27-5511 

0242-29-9898 

0242-29-9832 

0242-25-1515 

0242-25-1592 

0242-75-2100 

0242-75-2238 

0242-22-4024 

0242-33-3366 

0242-26-3515 

0242-92-3241 

0242-56-2525 

0242-54-2211 

 

0242-83-2850 

0242-27-5670 

0242-29-9803 

 

0242-24-1529 

0242-33-7101 

 

 

0242-22-4026 

0242-33-3388 

0242-26-3886 

0242-92-3244 

0242-56-2528 

0242-54-6709 
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＜電話番号・ＦＡＸ番号一覧＞ 

事業所名 
電話番号 

（市外局番０２４１） 
ＦＡＸ番号 

（市外局番０２４１） 

介護予防支援事業者 

喜多方市地域包括支援センター本所 

熱塩加納サブセンター 

塩川サブセンター 

山都サブセンター 

高郷サブセンター 

 

 

２１－８８５６ 

３６－２３３６ 

２８－１２５３ 

３８－３１３９ 

４４－７１１１ 

 

２３－３２９６ 

３６－２７７６ 

２８－１２５８ 

３８－３１３８ 

４４－７１１２ 

居宅介護支援事業者 

北原荘居宅介護支援センター 

小野在宅指定居宅介護支援事業所 

居宅介護支援センターのぞみ 

秋元居宅介護支援事業所 

佐原指定居宅介護支援事業所 

さくうん居宅介護支援事業所 

喜多方ケアプランセンター（喜多方市社会福祉協議会） 

塩川ケアプランセンター（      〃       ） 

山都ケアプランセンター（      〃       ） 

ひなたぼっこ居宅介護支援事業所 

ケアプランニングけいと 

ケアプランセンター 結 

ＪＡ会津よつば福祉支援センター会津 

居宅支援事業所フラワーガーデン 

医療生協在宅介護支援センター 

 

 

 

２３－５９６３ 

２３－１４７１ 

２１－２０５３ 

２１－１６１６ 

２１－４７０１ 

２２－６４７２ 

２１－８９２０ 

２８－１２５３ 

３８－３１３９ 

２７－８３４８ 

２１－８８３０ 

２１－１５９６ 

２１－１８１１ 

２２－０３３３ 

０２４２－２９－６２８８ 

 

 

２３－５５７８ 

２３－７０８８ 

２１－２０５４ 

２１－１５８０ 

２１－４７０２ 

２４－３５９０ 

２１－８９２２ 

２８－１２５８ 

３８－３１３８ 

２７－８３４８ 

２１－８８３２ 

２１－１６０５ 

２１－１８８９ 

２２－０３０６ 

０２４２－２９－６２８９ 

 

訪問介護（ホームヘルパー）、訪問型サービス 

ＪＡ会津よつば ふれ愛センターいいで 

天心ケアハイツヘルパーステーション 

デイサポート太陽 

ケアサポート優友 

喜多方ヘルパーセンター（喜多方市社会福祉協議会） 

山都・高郷ヘルパーセンター（      〃       ） 

ケアサービスみらい 

ニチイケアセンターしおかわ 

ヘルパーなのはな 

 

 

 

２１－１８８８ 

３３－３０３０ 

２４－３８７８ 

２５－７６５９ 

２３－３２３１ 

３８－３１００ 

２１－１２４１ 

２８－１８９５ 

２３－５１６６ 

 

２１－１８８９ 

３３－３００４ 

２４－３９５０ 

２５－７６８０ 

２３－３２９６ 

３８－３１３７ 

２１－１２４２ 

２８－１８９６ 

２３－５１６８ 

訪問看護 

さくうん訪問看護ステーション 

ニチイケアセンターしおかわ 

あきもと整形外科クリニック 

医療生協きたかた診療所 

 

 

２２－３３７８ 

２８－１８９８ 

２１－１５１５ 

２３－３６１１ 

 

２２－３３７８ 

２８－１８９６ 

２１－１５９９ 

２３－２８６６ 
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事業所名 
電話番号 

（市外局番０２４１） 
ＦＡＸ番号 

（市外局番０２４１） 

訪問リハビリテーション 

あきもと整形外科クリニック 

有隣病院 

佐原病院 

ケアホームやまと 

 

 

２１－１５１５ 

２４－５０２１ 

２２－５３２１ 

３８－２６００ 

 

２１－１５９９ 

２４－５０２４ 

２３－３１５４ 

３０－１１５１ 

訪問入浴   

ケアサポート優友 

 

 

２５－７６５９ 

 

２５－７６８０ 

通所介護（デイサービス）、通所型サービス 

デイサービスセンター啓愛ヒルズ 

しょうぶ苑デイサービスセンター 

中央デイサービスセンター 

夢の森デイサービスセンター 

塩川デイサービスセンター 

山都デイサービスセンター「しゃくなげホーム」 

高郷デイサービスセンター「かたくり荘」 

ニチイケアセンターしおかわ 

デイサービスさわら 

デイサービスベルハウス 

 

 

２４－５５１２ 

２３－０７８３ 

２３－０３４６ 

３６－３１１２ 

２８－１２５５ 

３８－３００７ 

４４－７１１１ 

２８－１８９５ 

２３－０５１１ 

２１－８７３９ 

 

２３－３４６８ 

２２－０１０５ 

２３－３２９６ 

３６－２７７６ 

２８－１２５８ 

３８－３１３７ 

４４－７１１２ 

２８－１８９６ 

２３－０５６１ 

２１－８７４０ 

通所リハビリ（デイケア） 

天心ケアハイツ 

パステルヴィレッジ小野 

通所リハビリテーションうらら 

ケアホームやまと 

さわらデイケアセンター 

ハートランドケア東町 

 

  

２３－３４２２ 

２２－７１１０ 

２１－１５８８ 

３８－２６００ 

２２－５３２１ 

２２－０２２１ 

 

 

２３－３４６８ 

２３－１７１８ 

２１－１５８０ 

３０－１１５１ 

２３－３１５４ 

２２－０２２６ 

 

短期入所生活介護（ショートステイ） 

北原荘 

ハッピーランドやまと 

ハッピーランドあいかわ 

暖ノ奏（ほのか）ときわ台 

けいわ苑 

 

 

２４－４５６７ 

３８－３００８ 

３８－３９００ 

２３－７７１２ 

２７－５３１１ 

 

２４－４５６８ 

３０－１５３０ 

３８－２８１１ 

２３－７７１３ 

２８－００１５ 

短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

天心ケアハイツ 

パステルヴィレッジ小野 

ケアホームやまと 

鳴瀬病院  （療養型病床） 

 

 

２３－３４２２ 

２２－７１１０ 

３８－２６００ 

２４－３３３３ 

 

２３－３４６８ 

２３－１７１８ 

３０－１１５１ 

２４－３７７０ 
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事業所名 
電話番号 

（市外局番 0241） 

ＦＡＸ番号 

（市外局番 0241） 

介護付有料老人ホーム   

フラワーガーデン 

暖ノ奏ときわ台 

ハートランドケア東町 

 

 

２２－０３３３ 

２３－７７１２ 

２２－０２２１ 

 

２２－０３０６ 

２３－７７１３ 

２２－０２２６ 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

グループホームやわらぎ 

グループホームすこやか 

グループホームレインボー 

『至福の郷』グループホーム東町 

グループホームひびき 

グループホーム夢の森 

グループホームひまわり 

グループホームもも太郎さん喜多方 

グループホームさわら 

グループホームあおぞら 

 

 

２１－８７１１ 

２４－４８７０ 

２２－２３００ 

２１－１９８０ 

３０－１１２３ 

２８－５８５５ 

２３－３７１５ 

２１－８６３０ 

２７－５５１０ 

２１－１５８８ 

 

２２－２２６６ 

２３－３４６８ 

２２－２３６３ 

２１－１９８１ 

３０－１１３０ 

２８－５８３３ 

２３－３７６０ 

２１－８６３０ 

２７－５５１０ 

２１－１５８０ 

地域密着型通所介護 

デイサービスすわ 

民営通所介護ひなたぼっこ 

デイサービス楽蔵 

通所介護事業所ぴーす 

デイサービスフラワーガーデン 

ｹｱﾃﾙﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ハーブの園きたかた 

 

 

２１－２６８８ 

２７－８３４８ 

２３－２７７２ 

２１－８８３１ 

２２－０３３３ 

２３－５３３０ 

 

２１－２６８９ 

２７－８３４８ 

２３－２７７２ 

２１－８８３２ 

２２－０３０６ 

２３－５３３１ 

地域密着型認知症対応型通所介護 

デイサービスべるはぁと 

 

 

２３－７００２ 

 

 

２３－７００３ 

 

地域密着型小規模多機能型居宅介護 

ケアプラザ喜多方 

やわらぎ 

ファミリーさわら 

ユースフルまつやま 

 

 

２３－６１１６ 

２２－１１００ 

２１－８５１１ 

２３－５０２１ 

 

 

２３－６１１０ 

２２－２２６６ 

２１－８５１２ 

２３－５０７１ 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

ベルハウス塩川 

きらりの家 

 

 

２７－５３２１ 

２３－２３８０ 

 

 

２７－５３３１ 

２３－２３８０ 

 

地域密着型ユニット型介護老人福祉施設 

ハッピーランドあいかわ 

ハッピーランドやまと南館 

 

 

３８－３９００ 

２３－５１１２ 

 

３８－２８１１ 

３０－１５３０ 
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事業所名 
電話番号 

（市外局番０２４１） 
ＦＡＸ番号 

（市外局番０２４１） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

北原荘 

しょうぶ苑 

ハッピーランドやまと 

ほほえみ 

けいわ苑 

 

２４－４５６７ 

２３－０７７７ 

３８－３００８ 

２３－６５１１ 

２７－５３１１ 

 

２４－４５６８ 

２２－０１０５ 

３０－１５３０ 

２３－６５１２ 

２３－５６００ 

介護老人保健施設（老人保健施設） 

天心ケアハイツ 

パステルヴィレッジ小野 

ケアホームやまと 

医療機関併設型小規模介護老人保健施設 

ハートランドケア東町 

 

２３－３４２２ 

２２－７１１０ 

３８－２６００ 

 

２２－０２２１ 

 

２３－３４６８ 

２３－１７１８ 

３０－１１５１ 

 

２２－０２２６ 

介護療養型医療施設（療養型病床群） 

鳴瀬病院 

 

２４－３３３３ 

 

２４－３７７０ 

介護医療院 

いりさわ 

 

２２－２６１０ 

 

２２－２０８９ 

養護老人ホーム 

鮮雲荘 

 

２２－４１３３ 

 

２２－４１７９ 

生活支援ハウス 

しゃくなげホーム 

かたくり荘 

 

３８－３００７ 

４４－７１１１ 

 

３８－３１３７ 

４４－７１１２ 

軽費老人ホーム 

ケアハウス啓愛ヴィラ 

 

２４－５５１７ 

 

２３－３４６８ 

サービス付高齢者向け住宅 

暖ノ奏（ほのか） 

ファミリーさわら 

 

２１－８１６０ 

２１－８５１１ 

 

２１－８１７０ 

２１－８５１２ 

有料老人ホーム 

リビングプラザ喜多方 

 

２３－６１１５ 

 

２３－６１１０ 

通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

ウェルボックス 

 

０８０－７０７４－１２７１ 

 

０５０－５８４６－８５５３ 

通所型サービス C（短期集中予防サービス） 

健康増進館きらら 

天心ケアハイツ 

悠悠いきいき倶楽部喜多方 

ケアホームやまと 

 

２１－１５７１ 

２３－３４２２ 

２３－５８８８ 

３８－２６００ 

 

２１－１５９９ 

２３－３４６８ 

２３－５１７１ 

３０－１１５１ 
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＜各種相談窓口＞ 

施 設 ・ 団 体 名 （市外局番０２４１） 事 業 内 容 

喜多方市高齢福祉課  

いきがい支援班 

 

☎ ２４－５２３０ 

 

＊在宅福祉サービス・敬老事業等を行っています。 

介護保険・予防室  ☎ ２４－５２３１ 
＊介護給付・介護保険被保険者証の交付・要介護認定・

介護保険料の賦課徴収に関することを行っています。 

 ☎ ２４－５２４２ ＊一般介護予防事業を行っています。 

喜多方市社会福祉課  

地域包括ケア推進室 

地域包括ケア推進班 

 

 

☎ ２４－５２５７ 

 

＊女性の自立支援、妊娠・出産・子育て等の相談。 

＊高齢者の総合相談。 

 

＊子ども・子育て総合相談を行っています。 子ども家庭総合支援班 ☎ ２３－５０２８ 

障がい福祉係 ☎ ２４－５２７６ 

＊障がい者福祉・生活保護を行っています。 

保護班 ☎ ２４－５２２８ 

喜多方市こども課 

子育て支援班 

 

☎ ２４－５２２９ 

 

＊母子福祉、児童福祉、保育施設の入退所を行っていま

す。 

喜多方市保健課  

健康推進室 

 

☎ ２４－５２２３ 

 

＊各種検診、健康増進事業、地域の保健活動などを行っ

ています。 

国保医療係 ☎ ２４－５２２４ 
＊国民健康保険事業、後期高齢者医療についての相談

窓口です。 

各総合支所住民課  

熱塩加納総合支所住民課市民サービス班  

塩川総合支所住民課市民サービス班  

山都総合支所住民課市民サービス班 

高郷総合支所住民課市民サービス班 

 

☎ ３６－２１１３ 

☎ ２７－２１５３ 

☎ ３８－３８２１ 

☎ ４４－２１１３ 

 

＊上記の内容の全てを取り扱っている窓口です。 

 

喜多方市地域包括支援センター本所 

熱塩加納サブセンター 

塩川サブセンター 

山都サブセンター 

高郷サブセンター 

 

 

 

 

☎ ２１－８８５６ 

☎ ３６－２３３６ 

☎ ２７－４０４７ 

☎ ３８－３１３９ 

☎ ４４－７１１１ 

 

 

 

 

 

＊市内に住む高齢者やその家族の在宅介護に関するあ

らゆる相談に応じます。各種サービスの紹介・調整等によ

り支援し、利用手続き等についてもお手伝いします。 

＊休日、夜間などの緊急なご相談は本所にご連絡くださ

い。本所では、携帯電話転送にて 24 時間連絡のとれる体

制を整えております。 

＊相談方法：電話・来所・自宅への訪問 

＊利用料は無料です。 

＊個人の秘密は守ります。 

かかりつけ薬局 

（各薬局・薬店） 

 
＊市内にある薬局・薬店の窓口で介護等に関する相談を

受け付け、地区担当の地域包括支援センターの職員が

訪問し相談に応じます。 

喜多方市社会福祉協議会  

心配ごと相談所 

特設相談会（認知症介護相談） 

毎月第 2 木曜日 13：00～15：00 

[喜多方市総合福祉センター 2 階] 

 

☎ ２３－３２３１ ＊認知症介護の不安や悩みをお持ちの方、一人で悩まず

にお気軽にお越し下さい。 

＊ボランティアや福祉等の相談は社協本所・支所窓口で

随時受け付けています。 
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